
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
     
 

１.受講料（消費税込）   賛助会員様：１４，７００円    その他参加ご希望者様：２４，９９０円 
２.支払い方法  お手元に請求書が届きましたら、速やかに振込み手続きをお願いします。（振込み手数料はご負担願います） 

   尚、講座開催日の７日前以降のキャンセルには応じかねます（理由の如何を問わず受講料を請求させて頂き 

               ます）又当日欠席されても振込額の返金はできかねます（受講料未納の場合は請求させて頂きます）ので、 

代理の方の出席をご検討下さい。  
３.問い合わせ先     (財)省エネルギーセンター 九州支部   担当：松 永 （ ℡：092-431-6402 ） 
４.申込み方法       下表に必要事項を記入した後、本シートを九州支部にＦａｘしてください。 

（財）省エネルギーセンター 九州支部 宛 

 

【講座日時：平成２１年７月３０日（木）13:00～16:20】    平成２１年   月   日 
会社名・事業所名 TEL: 

FAX: 

賛助会員番号（７桁） 

〒   －       住所： 

参 加 者 氏 名（ﾌﾘｶﾞﾅ）・ 所 属 部 署 受 講 料 

 円 

申込責任者氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）：  
 
 
所属部署：     円 

    円 

HP 

日時：平成21年7月 30日（木）13:00～16:20 

場所：福岡交通センター８F Aホール 

 
住所：福岡市博多区博多駅中央街2-1（最寄り駅：ＪＲ九州博多駅より徒歩5分。 
 ☆受講生の皆様には別途案内地図をお送り致します。 

技術講座 “「テナントエネルギー問題」へのアプローチ” 受講申込書 FAX： 092-431-6405 

「テナントエネルギー問題」へのアプローチ 

 
主催： 

受講対象者（目安） 

 

事業者単位の 

エネルギー管理と 

雑居ビルに大変革!? 特に ビルオーナー、テナント入居者（サプライチェーン含）、ビルメン・特定事業者 様、まずはご聴講を！ 

～エネルギー管理者（員）などを中心に～ 

省エネルギー技術講座 

受講のおすすめ 

ビル系に絞った法律解説+エネルギー消費量算定・推計手法および便利ツール解説+ツールを活用した省エネ方策を紹介！ 

 「省エネ法」改正にともない、 

ビルオーナーはテナントに電力使用量や空調エネルギー量の情報提供する必要があります。 

事業者はビルにテナントとして入居している場合の使用エネルギーを集計する必要があります。 

 ？？そもそもどんな内容なの？？ 

この問題解決のための必要最低限の知識・情報を雑居ビルに関わる全ての皆様にご紹介するのが本講座。 
平成22年度に“エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）”が改正施行されることにより、「事業者単位のエネルギ
ー管理」とそれに伴う「テナント（雑居）ビルにおけるエネルギー管理のあり方」が大きな対応ポイントとなっております。吹
き出しのような疑問・懸念をお持ちになられた方、即ち、テナントビルオーナー・ビルメン、そして何より雑居ビル入居者 ～
本支店等をお持ちの「特定（連鎖化）事業者」含～ などを対象とした講義を展開致します。 

 いつから？ 
ご存じですか？ 

【主な内容】 
・改正省エネ法と「テナント問題」の概要 ・各々の立場で当面必要な対応 
・テナント専用部分に係るエネルギー消費量算定方法（空調に係るエネルギーの推計等） 
・算定／推計ツールの紹介  ・各種ツールを活用したビルの省エネ方策 等 受 講 要 領 

定員：５０名（お早めにお申し込み下さい） 

※適宜休憩を挟みます。また講座の進捗状況により、若干の内容変更があり得ます。 

講師：財団法人省エネルギーセンター 

診断指導部 山田 幸弘 

 ウチの会社も対象なのかなぁ？ 結局それらをどう具体的に省エネ方策に反映・・・？ 

 

本講座のポイントはココ！ 

誰が？何を？どうやって？ 
 あれ、計っていたっけ？ 

どうやって計るの？ 


